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改訂５版『就業規則ハンドブック』の刊行にあたって

　社会全体が大きな変革期にあるなか、労働分野も例外ではありません。このところ発
生する労働問題の状況、それに伴う労働政策、法改正、規制等の変化はめまぐるしいも
のがあります。各企業の労使は、これらの動きに翻弄されることなく、しかし全体の動
きの方向性を踏まえた上で、職場の実態に合わせて、法改正に対応していくことが望ま
れます。
　さて、就業規則は、職場において、法律を遵守しつつ、使用者と労働者との間の契約
内容を公平に統一的に示したものです。さまざまな問題の発生の防止と解決のために
は、就業規則の整備は欠かせません。

　産労総合研究所では、これまで法律改正の大きな動きに合わせて、2001年、2005年、
2008年、2013年と４、５年おきに、就業規則を作成・運用する際の実務書として『就業
規則ハンドブック』を刊行してきました。今般は、2013年秋以降の法律改正や社会の変
化を受けて、改訂５版として刊行することとしたものです。
　まず第Ⅰ部では、就業規則の基本についてまとめました。併せて、改訂４版以降の就
業規則に関連する法改正の動きを整理しました。改訂５版ではこれらが反映された内容
となっております。
　第Ⅱ部では、これまで同様に、モデル就業規則を提示し、その趣旨と運用のポイント
を解説しています。とくにこの部分は、労働法についての基本的なポイントが網羅され
ています。歴史的経緯をふまえつつ、現在の改正法や行政の動向の基本、テーマ別の判
例動向を確認するには最適です。
　第Ⅲ～Ⅴ部は、法改正もあり、「見直しておきたい規程」ということで、このところ
均衡処遇が求められている正社員以外（パートタイム労働者、契約社員、嘱託社員（定
年後継続雇用）等）の従業員の就業規則の定め方の解説、両立に向けた支援策が求めら
れている育児・介護に関する規定の見直し方の解説、働き方見直しに関する諸規程例等
をまとめました。
　第Ⅵ部は、新任担当者のための就業規則の作成・届出、改定の実務についてまとめて
います。
　さらに、付録CD－ROMには、モデル就業規則やモデル規程、就業規則の運用にあたっ
て必要となる申請書等のモデル様式、労使協定例などを、応用・加工できる文書形式で
保存しております。

　本書が、労使双方にとって、よりよい職場になるような就業規則の作成と運用の参考
として供することができれば幸いです。

2017年７月
� 編集部
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⑴　就業規則の基本

１）就業規則の役割・意味

◆職場の統一的なルール

　就業規則とは、企業が、労働者の採用から退職に至るまでの間の処遇や、遵守すべき職場規律に
ついて定めた統一的なルールです。
　人を採用し、使用するときの条件は、基本的にはその企業と労働者個人の間で結ばれる労働契約
によって定まります。ですから、労働者ごとに異なる処遇の基準を定めて使用することもできない
わけではありませんし、個々の労働者が担当すべき職務の差異が大きい仕事であれば、異なる労働
条件で処遇することもあるでしょう。
　しかし、一定程度の労働者を集めて一定の仕事を組織的に行おうとすれば、人事管理の効率化や
労働者の公平感の確保、職場全体の統一的な規律を設定する必要が生じるため、統一的なルールを
設定する必要が生じます。このルールが就業規則であり、近代的な労働市場が発生したときから、
自然と企業内で形成されてきました。

◆法令による制限

　この就業規則は企業がその必要性に応じて作成するものであることから、労働者にとって不当な
内容が定められることがないよう、法令によって一定の内容の制限がされているほか、労働組合と
労働協約が結ばれたときは、労働協約が優先されるといった制限が付されています。
　一方的な労働条件を防ぐため、就業規則で定められる事項を懲戒と安全衛生に限り、労働条件を
労働組合との労働協約と個人との間で結ばれる労働契約によって定めさせるという法制をとるフラ
ンスのような例もありますが、日本の労働法は、一定の制限の下で就業規則を定めることによって
職場の統一的な処遇の基準を設定すれば紛争の防止と解決に資するという観点から、一定規模の事
業場においては、一定の事項について就業規則を定め、周知させることを義務付けています。

◆労使紛争の予防・解決

　このため適正な就業規則を作成し、周知することは、労働基準監督署による監督取締という面か
ら必要となる対応ではありますが、それ以上に、労使間で生じる紛争の解決において大きな意味を
もっています。
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　たとえば、使用者が一定の業務命令をなし得るか、その命令違反等を理由に懲戒処分ができるか、
労働者が一定の処遇や金銭を請求できるか、雇用の継続を求めることができるかなどが争われる場
面では、その事項についてどのような定めがあったのかが重要なポイントになります。労働契約の
なかで労働条件が定められているときは、どのような合意がされていたのかが争われます。
　特に正社員の場合、労働契約書自体には明確な定めがなく、就業規則の基準によるとしているこ
とが多いでしょう。このため、就業規則がどのような定めをしているかが、紛争における勝敗のキー
ポイントになります。それと同時に、就業規則によって予見可能性を高めれば、結果的には紛争を
予防することにつながります。将来の労使紛争を予防するため、またもし紛争が発生しても、不都
合な結果を招かないよう就業規則を整備しておく必要性は、企業の円滑な運営のために不可欠です。

２）法律の定め

　労働基準法は、常時10人以上を使用する事業場では、一定の事項について定めた就業規則を作
成・届出し（労働基準法89条）、事業場内で周知することを義務付けています（労働基準法106条）。
違反した使用者には、30万円以下の罰金が予定されています（労働基準法120条１号）。

（作成及び届出の義務）
労働基準法89条　常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成
し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
　一�　始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を２組以上に分けて交替に就業させる場
合においては就業時転換に関する事項

　二�　賃金（臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。）の決定、計算及び支払の方法、賃金の締
切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

　三�　退職に関する事項（解雇の事由を含む。）
　三�の二　退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び
支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

　四　臨時の賃金等（退職手当を除く。）及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
　五　労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
　六　安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
　七　職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
　八　災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
　九　表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
　十�　前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合において
は、これに関する事項

（法令等の周知義務）
労働基準法106条　①使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第２項、第24条
第１項ただし書、第32条の２第１項、第32条の３、第32条の４第１項、第32条の５第１項、第34条第２項た
だし書、第36条第１項、第37条第３項、第38条の２第２項、第38条の３第１項並びに第39条第４項、第６項
及び第７項ただし書に規定する協定並びに第38条の４第１項及び第５項に規定する決議を、常時各作業場の
見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によ
つて、労働者に周知させなければならない。
（②項略）




